
 

 

 

 

 

5-6 地形及び地質（地盤沈下） 
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 5-6 地形及び地質（地盤沈下） 

 5-6-1 工事時（造成工事及び施設の設置等） 

  (1) 調査 

   1) 調査手法 

   ① 調査する情報 

    ア 地下水の水位の低下による地盤沈下の状況 

 工事時（造成工事及び施設の設置等）に係る地下水の低下による地盤沈下の

調査項目は、地下水の水位の低下による地盤沈下と設定した。 

 

    イ 地下水の水位の状況 

 工事時（造成工事及び施設の設置等）に係る地下水の水位の調査項目は、地

下水の水位と設定した。 

 

    ウ 地質の状況 

 工事時（造成工事及び施設の設置等）に係る地質の調査項目は、地質と設定

した。 

 

    エ 地下水の利用状況 

 工事時（造成工事及び施設の設置等）に係る地下水の利用状況の調査項目は、

地下水の利用状況と設定した。 

 

   ② 調査の基本的な手法 

調査の基本的手法を以下に示す。 

 

    ア 地下水の水位の低下による地盤沈下の状況 

「新潟県の環境（新潟県）」、「上越地区の地盤沈下（新潟県）」、「水準測量デ

ータ」を整理した。 

 

    イ 地下水の水位の状況 

新クリーンセンター建設に伴い実施されたボーリング調査 *結果、対象事業

実施区域周辺における新潟県の地下水位測定結果の収集・整理により、地下水

の水位の状況について把握した。 

 

    ウ 地質の状況 

既存焼却施設建設時の記録、本施設建設に伴い実施されたボーリング調査結

果の収集・整理により、地質の状況について把握した。 
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    エ 地下水の利用状況 

既存資料調査及び現地踏査により地下水利用の状況を把握した。 

現地踏査は、消雪用井戸を対象として行った。また、事業所については聞き

取り調査により、地下水の利用状況について把握した。 

 

   ③ 調査地域 

調査地域は、「新版 地下水調査法」（古今書院、昭和 58 年）において、井戸

で揚水を行った場合に影響を受ける実際的な影響範囲として半径 50～1,000m と

されていることを踏まえ、対象事業実施区域から半径 1km の範囲とした。その範

囲を図 5-6-1 に示す。 

 

   ④ 調査地点 

    ア 地下水の水位の低下による地盤沈下の状況 

対象事業実施区域を含む地域の広域的な地盤沈下の状況を把握するため、特に

定めない。 

 

    イ 地下水の水位の状況 

対象事業実施区域を含む地域の広域的な地下水の水位の状況を把握するため、

特に定めない。 

 

    ウ 地質の状況 

対象事業実施区域を含む地域の広域的な地質の状況を把握するため、特に定め

ない。 

 

    エ 地下水の利用状況 

調査地点は、図 5-6-1 に示した対象事業実施区域から半径 1 ㎞の範囲に存在す

る事業所又は民家とした。 
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図 5-6-1 調査地域・調査地点位置図



第 5 章 5-6 地形及び地質 5-6-1 工事時（造成工事及び施設の設置等） (1)調査 

5-6-4 

   ⑤ 調査期間等 

    ア 地下水の水位の低下による地盤沈下の状況 

資料調査は、最近の経年変化を把握するため、平成 24 年度に発行された資料

を用いた。 

 

    イ 地下水の水位の状況 

資料調査は、最近の経年変化を把握するため、平成 24 年度に発行された資料

を用いた。 

 

    ウ 地質の状況 

対象事業実施区域を含む地域の広域的な地質の状況を把握するため、特に定め

ない。 

 

    エ 地下水の利用状況 

聞き取り調査の日程は表 5-6-1 に示す。 

 

表 5-6-1 調査期間 

調査項目 調査期間 

地下水の利用状況 平成 25 年 1 月 8 日 
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   2) 調査結果 

    ア 地下水の水位の低下による地盤沈下の状況 

上越地域では、昭和 40 年代に工業用、上水道用地下水の大量揚水が主な原因

で地盤沈下が進行した。そのため、昭和 40 年から地下水位の状況及び地盤沈下

の状況が調査されている。また、昭和 62 年に国、県及び市町村からなる上越地

域地盤沈下対策協議会が「上越地域地盤沈下防止対策基本方針」を策定し、地盤

沈下防止対策が進められている。 

調査位置図を図 5-6-2 に、調査結果を図 5-6-3～図 5-6-4 に示す。また、対象

事業実施区域周辺に位置する観測井戸及び図 5-6-4 に示されている観測井戸の状

況を表 5-6-2 に示す。 

対象事業実施区域周辺における最近 5 年間の累積沈下量は、20～30mm 程度と

なっている。また、上越地域では観測開始からの累積沈下量が 300mm を超えるよ

うな場所も確認できる。 

なお、対象事業実施区域は、昭和 49 年 8 月、旧新潟県公害防止条例（現在の

新潟県生活環境の保全等に関する条例）に基づき、地下水の採取を規制する地域

として指定され、揚水設備の設置が規制されている。 

 

表 5-6-2 観測井戸の状況（新潟県） 

名称 所在地 
井戸深度 

（m） 

ストレーナー *の

深度（m） 

沈下量 

測定方式 

水位 

測定方式 

開設年

月日 

上越 G4 
上越市下門前 

（旧直江津工業高校） 

243 232～237 

ﾁｭｰﾋﾞﾝｸﾞ 

ｽﾗｲﾄﾞ 
水圧式 

S40.4 

上越 G3 200 186～194 S41.11 

頸城 G4 上越市頸城区松橋 277 216～270 S42.3 

高田 G2 
上越市栄町 

(城北中学校) 
137 114～129 S48.12 

高田公園 上越市本城町 262 199～222 S60.10 

千原 G2  
上越市上千原 

（北諏訪小学校） 
162 150～155 S49.12 

信越化学 
上越市頸城区 

下三分一 
296 229～289 - S47.12 

資料：「上越地区の地盤沈下(42)」（平成 25 年 3 月、新潟県県民生活・環境部） 
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図 5-6-2 地盤沈下調査地点 

資料：「上越地区の地盤沈下(42)」（平成 25 年 3 月、新潟県県民生活・環境部） 

対象事業実施区域 
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図 5-6-3 地盤変動図（5 年間：H19.9.1～H24.9.1） 

資料：「上越地区の地盤沈下(42)」（平成 25 年 3 月、新潟県県民生活・環境部） 

対象事業実施区域 
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